
平成25年ラスパイレス指数・平均給与月額・職員数（平成25年4月1日現在）

平均給料月額
（百円）

平均給料月額
（百円）※3

1 宇 都 宮 市 110.5 1 102.1 3,881 3,438 1,923 3,839 3,417 3,348

2 足 利 市 107.7 6 99.5 3,715 3,422 614 3,523 3,272 1,141

3 栃 木 市 107.4 9 99.2 3,618 3,354 755 3,414 3,196 1,262

4 佐 野 市 106.6 14 98.5 3,686 3,412 586 3,576 3,334 933

5 鹿 沼 市 107.1 11 98.9 3,670 3,292 494 3,561 3,218 914

6 日 光 市 105.4 19 97.4 3,615 3,340 626 3,481 3,233 1,088

7 小 山 市 108.2 3 99.9 3,668 3,313 673 3,620 3,302 1,166

8 真 岡 市 107.1 11 98.9 3,673 3,446 355 3,589 3,385 474

9 大 田 原 市 106.8 13 98.6 3,365 3,144 415 3,302 3,124 620

10 矢 板 市 105.8 16 97.8 3,451 3,212 184 3,393 3,184 260

11 那須塩原市 108.3 2 100.0 3,512 3,257 520 3,395 3,187 793

12 さ く ら 市 103.7 25 95.7 3,426 3,172 230 3,298 3,076 319

13 那須烏山市 105.7 18 97.6 3,565 3,361 180 3,498 3,287 258

14 下 野 市 107.6 8 99.4 3,724 3,404 256 3,540 3,277 398

107.8 99.7 3,677 3,355 7,811 3,582 3,288 12,974

15 上 三 川 町 106.4 15 98.3 3,270 3,056 149 3,208 3,026 217

16 益 子 町 104.9 20 96.9 3,280 3,132 118 3,223 3,092 150

17 茂 木 町 105.8 16 97.7 3,294 3,105 99 3,340 3,159 134

18 市 貝 町 104.8 21 96.9 3,243 3,105 71 3,154 3,048 109

19 芳 賀 町 107.9 5 99.7 3,370 3,179 108 3,281 3,131 166

20 壬 生 町 108.0 4 99.8 3,725 3,419 181 3,542 3,289 257

21 野 木 町 107.2 10 99.1 3,607 3,308 130 3,470 3,204 176

22 岩 舟 町 107.7 6 99.4 3,415 3,246 102 3,367 3,216 149

23 塩 谷 町 102.5 26 94.7 3,370 3,140 76 3,318 3,139 132

24 高 根 沢 町 104.0 23 96.0 3,540 3,285 129 3,439 3,225 179

25 那 須 町 103.9 24 96.0 3,130 2,953 154 3,084 2,953 284

26 那 珂 川 町 104.6 22 96.6 3,385 3,228 139 3,338 3,205 221

105.7 97.7 3,401 3,188 1,456 3,314 3,138 2,174

107.5 99.4 3,634 3,329 9,267 3,543 3,266 15,148

※1 「参考値」は、国家公務員の時限的な（2年間）給与改定特例法による措置が無いとした場合の値である。
※2 「平均給与月額（国ベース）」は、公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤
 　務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで算出したものである。
※3 「平均給料月額」は、給料月額に給料の調整額を含めたものであり、諸手当月額を含んでいない。

町　村　平　均

県　　平　　均

ラスパイレス指数とは、地方公務員と国家公務員の給与水準を、国家公務員の職員構成を基準として、学歴別、
経験年数別に平均給料月額を比較し、国家公務員の給料月額を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示し
たものです。
平均給与月額とは、平均給料月額と扶養手当や時間外勤務手当などの諸手当月額を合計したものです。

№ 市町村名

一般行政職 （参考：全職種合計）

市　　平　　均

平均給与月額
（国ベース）
（百円）

平均給与月額
（国ベース）
（百円）※2

ラスパイレス
指数

順位
ラスパイレス
指数
参考値※1

職員数
（人）

職員数
（人）



№ 市町村名 一般行政職
（H25.7.1現在 ※1）

順位 一般行政職
（減額開始時点 ※2）

減額開始時期 ※3

1 宇 都 宮 市 102.5 4 － －

2 足 利 市 107.8 1 100.6 H25.10.1

3 栃 木 市 100.0 15 － －

4 佐 野 市 100.2 10 － －

5 鹿 沼 市 99.6 20 － －

6 日 光 市 99.9 19 － －

7 小 山 市 100.8 7 － －

8 真 岡 市 100.1 13 － －

9 大 田 原 市 98.4 25 － －

10 矢 板 市 105.6 2 99.5 H25.8.1

11 那 須 塩 原 市 100.2 10 － －

12 さ く ら 市 103.5 3 100.1 H25.10.1

13 那 須 烏 山 市 99.1 24 － －

14 下 野 市 100.2 10 － －

101.4

15 上 三 川 町 99.4 22 － －

16 益 子 町 100.0 15 － －

17 茂 木 町 98.0 26 － －

18 市 貝 町 100.0 15 － －

19 芳 賀 町 101.1 5 － －

20 壬 生 町 100.0 15 － －

21 野 木 町 99.5 21 － －

22 岩 舟 町 99.4 22 － －

23 塩 谷 町 101.0 6 － －

24 高 根 沢 町 100.3 8 － －

25 那 須 町 100.1 13 － －

26 那 珂 川 町 100.3 8 － －

99.9

101.1

平成25年ラスパイレス指数（平成25年7月1日現在・減額開始時点）

市　　平　　均

町　村　平　均

県　　平　　均

※1 「H25.7.1現在」は、国が給与減額を要請していたH25.7.1現在のラスパイレス指数であ
　 る。
※2 「減額開始時点」は、平成25年8月以降に減額を開始した市町村の減額開始時点のラスパ
　 イレス指数である。
※3 「減額開始時期」は、平成25年8月以降に減額を開始した市町村の減額開始時期である。



［参考］

1 宇 都 宮 市 110.7 102.3 109.9 101.5

2 足 利 市 － － 107.2 99.0

3 栃 木 市 － － 106.9 98.7

4 佐 野 市 － － 106.0 97.9

5 鹿 沼 市 107.1 98.9 106.5 98.4

6 日 光 市 － － 104.8 96.8

7 小 山 市 108.2 99.9 107.6 99.4

8 真 岡 市 － － 106.5 98.4

9 大 田 原 市 103.7 95.7 106.2 98.1

10 矢 板 市 － － 105.3 97.2

11 那 須 塩 原 市 － － 107.7 99.5

12 さ く ら 市 － － 103.1 95.2

13 那 須 烏 山 市 － － 105.1 97.1

14 下 野 市 － － 107.0 98.8

15 上 三 川 町 － － 105.8 97.7

16 益 子 町 － － 104.3 96.4

17 茂 木 町 － － 105.0 97.0

18 市 貝 町 － － 104.8 96.8

19 芳 賀 町 － － 107.3 99.0

20 壬 生 町 － － 107.4 99.2

21 野 木 町 107.2 99.1 106.6 98.4

22 岩 舟 町 － － 107.0 98.8

23 塩 谷 町 － － 101.9 94.1

24 高 根 沢 町 － － 103.4 95.4

25 那 須 町 － － 103.3 95.4

23 那 珂 川 町 － － 104.1 96.1

一般行政職
一般行政職
参考値

一般行政職
一般行政職
参考値

市　　平　　均

町　村　平　均

県　　平　　均

※1 「地域手当補正後ラスパイレス指数」は、H25.4.1における各団体の地域手当支給率と国の地域手当支給
　 率に基づき補正したラスパイレス指数である。
※2 「ラスパイレス指数に指定職を含めた場合の試算値」は、比較している国家公務員の人員及び給与水準に
 　ついて、行政職俸給表（一）適用職員の他に指定職俸給表適用職員を合算したものである。

地域手当補正後ラスパイレス指数・ラスパイレス指数に指定職を含めた場合の試算値
（平成25年4月1日現在）

№ 市町村名

地域手当補正後ラスパイレス指数※1 ラスパイレス指数に指定職を含めた場合の試算値※2


